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第６章 災害復旧・復興計画 

 

 この計画は、災害発生後被災した施設等の現状復旧にあわせて、再度災害の発生を防止するため

必要な施設の新設又は改良を行う等のほか、被災者の生活再建支援、災害応急対策と並行して行う

町及び企業等の業務について定める業務継続計画（ＢＣＰ）等について定めたものである。 

 

第１節 公共施設災害復旧計画 

 

１ 災害復旧事業計画 

  災害応急対策計画に基づく応急復旧終了後、被害の程度を十分調査検討して実施するものであ

るが、本町が行う計画は、おおむね次のようなものとする。 

（１）公共土木施設災害復旧事業計画（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法） 

ア 河川公共土木施設災害復旧事業計画 

イ 海岸公共土木施設災害復旧事業計画 

ウ 砂防設備災害復旧事業計画 

エ 林地荒廃防止施設災害復旧事業計画     鳥取県計画 

オ 道路公共土木施設災害復旧事業計画 

カ 港湾公共土木施設災害復旧事業計画 

キ 漁港公共土木施設災害復旧事業計画 

（２）農林水産業施設災害復旧事業計画（農林水産施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関す

る法律） 

（３）都市災害復旧事業計画（都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針及び都市災害復旧事業

事務取扱方針） 

（４）上、下水道災害復旧事業計画（水道法） 

（５）社会福祉施設災害復旧事業計画（生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者

福祉法、老人福祉法） 

（６）公立学校施設災害復旧事業計画（公立学校施設災害復旧費国庫負担法） 

（７）公営住宅災害復旧事業計画（公営住宅法） 

（８）公立医療施設災害復旧事業計画 

（９）その他の災害復旧事業計画 

２ 資金計画 

（１）災害復旧についての資金需要を迅速に把握し、適切、効果的な資金の融通、調達を行うため、

一時借入金、地方交付税の繰上げ交付要請、災害対策債、災害復旧事業債その他の必要な措置

を講ずるものとする。 

  ア 災害経費にかかる資金需要を迅速、的確に把握する。 
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  イ 一時借入金及び起債の前借等により災害関係経費を確保する。 

  ウ 地方交付税の繰上げ交付を国に要請する。 

  エ 歳入欠陥債、災害対策債、災害復旧事業債、について調査し、事業執行計画に万全を期す

る。 

（２）激甚災害に対処するための特別な財政援助に関する法律に基づく激甚災害にかかる財政援助

措置 

   激甚災害が発生した場合には、早期に激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法

律に基づく激甚災害にかかる財政援助が受けられるよう措置して、公共施設の災害復旧が円滑

に行われるよう努めるとする。 

 ３ 災害復旧事業の留意点 

   災害復旧業務は応急対策実施の段階から事業実施の準備作業が必要となり、多くの技術職員が

その対応に従事することとなるため、そのことを勘案した上で、技術職員の応援を求める等、必

要な人員の確保に努めるものとする。 
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第２節 生活再建計画・業務継続計画 

 

第１ 目 的 

  災害により被災した町民のために鳥取県、町等が行う生活確保対策、及び事業経営安定のた

めの措置を行う。鳥取県、町及び関係機関は、これらの措置・制度の町民への速やかな広報・

周知を積極的に行うものとする。 

  また、災害時に応急対策と並行して行う、優先される町や企業等の業務について定めた業務

継続計画（ＢＣＰ）を策定するものとする。 

 

第２ 生活再建支援 

 １ 被災者生活再建支援法の適用 

   自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者であって、経済的理由等によって自

立して生活再建することが困難なものに対し、鳥取県及び県内市町村が相互扶助の観点から

拠出した基金を活用して、被害者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、

その自立した生活の開始を支援する。 

 

（１）法適用の要件 

    対象となる自然災害 

   ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する被害が発生し

た自然災害 

   イ １０世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した自然災害 

   ウ １００世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した県内における自然災害 

※ ただし、上記に該当する都道府県又は市町村に隣接している人口１０万人未満

で全壊５世帯以上の市町村については適用がある。 

 

（２）支給対象世帯 

   ア 住宅が全壊した世帯 

   イ 住宅が半壊し、倒壊防止等のやむを得ない事由により住宅を解体した世帯 

   ウ 居住する住宅が半壊し、構造体力上主要な部分の補修を含む大規模な補修を行わなけ

れば、当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯（大規模半壊世帯） 

   エ  居住する住宅が半壊し、室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わ 

なければ、当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯（中規模半壊世帯） 

   エオ 災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯 

（３）大規模半壊世帯の判断基準 

住宅半壊の基準 左のうち「大規模半壊」 

損壊部分が延床面積の 20％以上 70％未満のもの 50％以上 70％未満 

損壊割合（経済的被害）が 20％以上 50％未満のもの 40％以上 50％未満 
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 （４） 中規模半壊世帯の判断基準   

住宅半壊の基準 左のうち「中規模半壊」 

損壊部分が延床面積の 20％以上 70％未満のもの 30％以上 50％未満 

損壊割合（経済的被害）が 20％以上 50％未満のもの 30％以上 40％未満 

（４５）浸水等による住宅被害認定の取扱 

    家屋の床材等は一度浸水すると本来の機能を喪失し、居住の快適性を著しく阻害する場

合が多いことから、被害認定にあたっては、次のとおり被災者生活支援法の弾力的運用を

図る。（平成 16年 10月内閣府通知に基づくもの） 

   ア 畳が浸水し、壁の全面が膨張し、さらに浴槽などの水回りの衛生設備等についても機

能を損失している場合等は、一般的に、大規模半壊又は全壊に該当することになるもの

と考えられる。 

   イ 半壊であっても、やむを得ず住宅を解体する場合は、全壊と同様に取り扱うこととな

るが、浸水等の被害により、流入した土砂の除去や耐え難い悪臭のためやむを得ず住宅

を解体する場合は、「やむを得ず解体」するものとして、全壊と同様に取り扱う。 

 （５６）支給条件 

   ア 対象世帯、支給限度額 

     住宅再建の態様等に応じて、以下の①と②の合計額（定額）を定額（渡しきり）方式

で支給 

                           

対象世帯 

世帯

数 

総支給 

限度額 

支援金 ※ 

特定長

期避難 

世帯へ

の加算 

① 

基礎額 

②住宅再建方法 

建設・ 

 購入 
補 修 貸 借 

全壊世帯 
複数 300万円 100万円 200万円 100万円 50万円 70  

単数 225万円 75万円 150万円 75万円 37.5万円 52.5 

大 規 模 

半壊世帯 

複数 250万円 50万円 200万円 100万円 50万円 70  

単数 187.5万円 37.5万円 150万円 75万円 37.5万円 52.5 

中 規 模 

半壊世帯 

複数 100万円 - 100万円 50万円 25万円  

単数 75万円 - 75万円 37.5万円 18.75万円  

   イ 対象経費 

     使途の限定なし 

 （６７）被災者生活支援法の適用事務 

   ア 鳥取県 

     被災者生活再建支援法が適用となる災害の内閣府等への報告や、町から取りまとめた

支給申請書の被災者生活再建支援法人への提出等を行う。 

   イ 町 

     住宅の被害認定、り災証明等被災者の申請に必要となる書類の発行や支給申請書の取

りまとめとめ鳥取県への提出等を行う。 

   ウ 申請期間 
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   （ア）住宅建築・購入等を行う世帯への支援金〔上記（５）ア②〕 

      災害発生後３７月以内 

   （イ）その他の経費〔上記（５）ア①〕 

      災害発生後１３月以内 

※ ただし、鳥取県は、やむを得ない事情により被災世帯の世帯主が、上記の申請期

間中に申請できないやむを得ない事情があると認めるときは、申請期間を延長するこ

とができる。 

 

２ 岩美町被災者住宅再建等支援条例の適用 

 （１）条例適用の要件 

   ア 対象となる自然災害 

   （ア）県内で 10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した自然現象に係るもの 

   （イ）世帯数の大幅な減少による被災地域における地域社会の崩壊を招くおそれのあるも 

     の 

   イ 支給対象 

   （ア）全壊世帯の居宅に代わる住宅の建設又は購入 

   （イ）全壊世帯の居宅の補修 

   （ウ）大規模半壊世帯の居宅に代わる住宅の建設又は購入 

   （エ）大規模半壊世帯の居宅の補修 

   （オ）半壊世帯の居宅に代わる住宅の建設又は購入 

（オカ）半壊世帯の居宅の補修 

   （カキ）一部損壊世帯の居宅に代わる住宅の建設又は購入 

   （ク）一部損壊世帯の居宅の補修 

   （ケ）住宅に重大な損害を及ぼすおそれのある擁壁等の補修 

   （コ）小規模な損壊の居宅の修繕の促進 

（サ）（ア）から（オ）までに掲げるもののそのほか、町長が別に定める事業 

※ 
全壊世帯 

 自然災害（法第２条第２号の政令で定める自然災害を除く。）により被害を受けた世帯で

あって、次に掲げるものをいう。 

ア 当該自然災害によりその居住する住宅（町内に所在するものであって、自然災害が発生

した日（以下「発生日」という。）の前日にその所有者、所有者の３親等以内の親族その

他これらに準ずる者として町長が別に定める者が生活の本拠としていたものに限る。以下

「居宅」という。）が全壊した世帯 

イ 当該自然災害によりその居宅が半壊し、又はその居宅の敷地に被害が生じ、法第２条第

２号ロに規定する事由により、当該居宅を解体し、又は解体されるに至った世帯 

ウ 当該自然災害に係る法第２条第２号ハに規定する事由により、その居宅が居住不可能な

ものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯 

※ 
大規模半壊世帯 

 自然災害によりその居宅が半壊し、法第２条第２号ニに規定する大規模な補修を行わなけ

ればこれに居住することが困難であると認められる世帯（前号イ及びウに掲げる世帯を除

く。）をいう。 

※ 
半壊世帯 

 自然災害によりその居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の損壊に係る部分の延べ床面積

又は別に定めるところにより算定した損壊に係る割合が 20 パーセント以上のもの（第２号

及び前号に掲げる世帯を除く。）をいう。 
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一部損壊世帯 

指定自然災害によりその居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の被害割合が10パーセン

ト以上のもの（本表「全壊世帯」「大規模半壊世帯」「半壊世帯」の欄に掲げる世帯を除

く。）をいう。 

   ※ 法…被災者生活再建支援法 

（２）支給条件 

    下記に示す条件の範囲内で支給される。 

区  分 完了期間 申請期間 交付限度額 

上記 イ 支給対象（ア）の場合 

３年 ２年 

300万円（単数世帯 225万円） 

    〃    （イ）の場合 200万円（単数世帯 150万円） 

    〃    （ウ）の場合 250万円（単数世帯 187.5万円） 

    〃    （エ）の場合 150万円（単数世帯 112.5万円） 

    〃    （オ）の場合 100万円（単数世帯 75万円） 

    〃    （キ） 30万円 

    〃    （オカ）の場合 

２年 １年 

100万円（単数世帯 75万円） 

    〃    （ク）の場合 30万円 

    〃    （ケ）の場合 100万円 

    〃    （コ）の場合 - １年 5万円又は 2万円 

    〃   （カサ）の場合 町長が別に定める。 

（３）被害認定のとりまとめ 

   町は、住宅の被害認定、被災者の住宅再建等の事業計画を取りまとめ鳥取県に提出する。 

  

３ 災害ケースマネジメントによる被災者の生活復興支援 

  町は、鳥取県、鳥取県社会福祉協議会、専門士業団体等の関係機関と連携し、必要に応じて 

災害ケースマネジメントの手法を活用することにより、被災者一人ひとりに寄り添った被災

者の生活復興支援を行うものとする。 

また、災害ケースマネジメントの実施に際し、町が、被災者の相談対応等で専門家の支援

が必要と判断する場合は、鳥取県に対して専門家の派遣に係る調整を依頼するものとし、鳥

取県は協定に基づき専門士業団体に対して専門家の派遣を要請するものとする。 

 

４３ その他の生活支援対策 

 （１）農林水産業者 

町は、被害を受けた農林水産業者に対し、経営の維持安定を図るため、次の措置を講じ

るものとする。 

   ア 農業協同組合、信用農業協同組合連合会又は他の金融機関が、被害を受けた農林漁業

者に対して行う経営資金等のつなぎ融資の指導あっせん 

   イ 天災による被害農林水産業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法による経営資

金等の融資措置の促進並びに利子・補給及び損失補償の実施 

   ウ 農林漁業金融公庫法に基づく災害復旧資金（農業経営維持安定資金）の融資あっせん 

 （２）中小企業者 
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町は、被害を受けた中小企業者に対し、経営の維持安定を図るため、次の措置を講じる

ものとする。 

   ア 国・鳥取県及び政府関係金融機関並びに一般町中金融機関に対し、協力融資につき依

頼する。 

   イ 地元銀行等に対し、町の資金を預託し、貸付条件の円滑化を図るように努める。 

 （３）生活確保資金 

   ア 町は、災害を受けた生活困窮者等の再起のため、必要な事業資金その他小額融資の貸

付資金を確保するため、次の資金の導入に努める。 

   （ア）災害救助法による生業資金 

   （イ）世帯厚生資金の災害援護資金、母子福祉資金 

   （ウ）日本政策金融公庫資金 

   イ 町は、低所得世帯又は母子世帯で災害により住宅を失い、又は破損等のため居住する

ことができなくなった場合、住宅を補修し、又は非住家を住家に改造する等のため資金

を必要とする世帯に対して、次の資金の導入に努めるものとする。 

   （ア）町は、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対し、災害弔慰金を支

給する。 

   （イ）町は、自然災害を受けた世帯主に対し、その生活の建て直しに資するため、災害援

護資金の貸付けを行う。 

第３ り災証明発行事務及び被災者台帳の整備 

  災害が発生した場合、り災した町民がり災証明を必要とすることから、平時からり災証明発

行事務に関する研修会を受講するなどり災証明発行事務に従事する職員を育成するとともに、

大規模災害を想定し、外部からの人的支援を受けるため応援協定の締結を進めることにより、

り災証明の迅速、的確な発行を行うこととする。 

  また、被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため、被災者支援システム等デジタル技

術を活用し、被災者の援護を実施するための基礎となる台帳を整備するものとする。 

１ 目 的 

   り災証明書の発行を迅速、的確に行うことを目的とする。 

   り災証明は、災害救助法、被災者生活支援法等による各種施策や町税の減免、その他の被

災者支援策を実施するにあたって必要とされる家屋の被害程度について、被災者の応急的、

一時的な救済を目的に、本人の申し出により、町が確認できる程度の被害について証明する

ものである。 

また、被災者の援護を実施するための基礎となる被災者台帳を作成する。 

２ 災害発生時の対応 

 （１）り災証明発行、被害家屋調査の実施方針の確認 

    災害発生後、下記の要素を考慮して、り災証明、被害家屋調査の実施方針を確認する。 

   ア 家屋被害の状況あるいは家屋被害発生の見込み 
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   イ り災証明発行が求められる各種施策に関する動き 

   ウ 国、鳥取県、他の被災自治体の動き 

   エ 被害家屋調査の実施方法 

   オ り災証明の受付、り災証明書の発行方法   

  カ り災証明発行、被害家屋調査の実施機関 等 

 （２）り災証明発行・被害家屋調査等の実施方針の確認ができ次第、速やかにその内容を広報

する。り災証明を必要とする各種施策の広報が必要な場合は、当該施策担当部との連携を

図る。 

    このとき、り災証明とり災害届出証明との違い、被災建築物応急危険度判定と被害家屋

調査との違いを被災者に正確に伝達するように留意する。 

    なお、必要に応じて、り災証明発行及び被害家屋調査の進捗状況を定期的に広報する。 

 （３）被害家屋調査の実施 

 災害発生後、二次災害等の恐れがなくなり次第、以下の手順を参考に、被害家屋調査を

実施する。 

   ア 調査実施計画の作成 

     被害家屋調査実施方針に沿って、調査実施計画を作成する。 

     作成にあたり、事前に被害概要を把握する必要がある場合は、予備調査を実施し、被

災状況によっては、被災地の航空写真を撮影する。なお、航空写真のスケールは、市街

地 1/1000、市街地以外 1/2500を目安とする。 

     調査実施計画は、国、鳥取県、他の災害自治体等との情報共有をはかり、下記の事項

のほか必要な事項を定める。 

   （ア）調査方法の決定 

      調査は、原則として「災害に係る住家の被害認定基準運用方針（内閣府）」により

実施するが、下記事項については、被害家屋の発生状況により、その都度決定する。 

     ａ 一定範囲の全棟を調査あるいは被災者からの申し出による調査 

     ｂ 外観目視調査と立ち入り調査を別々に実施あるいは当初から立ち入り調査を実施 

   （イ）調査範囲の設定 

      予備調査の状況から、調査の必要な範囲を決定する。ただし、その後に被害状況の

詳細が明らかになった場合は、必要に応じて範囲の変更を行うことを考慮しておく。 

   （ウ）調査人員 

      予備調査の状況から、調査の必要な範囲を決定する。ただし、その後に被害状況の

詳細が明らかになった場合は、必要に応じて範囲の変更を行うことを考慮しておく。 

   （エ）調査体制 

      調査体制は、複数の調査員による班を構成することを基本とする。また、各班には、

町職員を含むことを原則とする。 

   （オ）調査期間の設定 
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      総務対策部、福祉対策部及びその他のり災証明を必要とする各種施策の担当部と調

整し、り災証明書の発行開始日及び被害家屋調査の実施機関を設定する。再調査の期

間については、被害家屋調査の進捗状況等を考慮して、り災証明書発行後に別途設定

することを基本とする。 

   イ 調査用備品等の準備 

 調査計画に応じて、調査実施に必要な備品等を準備する。なお、必要な備品は以下の

ものが考えられる。 

   （ア）調査携帯品 

      調査票、住宅地図、デジタルカメラ、ヘルメット、傾斜計（さげふり）、コンベッ

クス 

   （イ）調査員運搬用車両 

   （ウ）他都市応援職員、ボランティア建築士等が宿泊可能な施設等に関する情報 

   ウ 調査人員に対する研修 

     確保した人員に対し、必要に応じて調査方法等の研修を実施する。 

   エ 調査本部の設置 

災害の規模が大きい等、被害家屋調査の状況を一元把握する必要がある場合は、調査

本部を設置し、判定調査に関する進捗状況の管理、プレス対応、ＰＲ等を行う。 

（４）被災者台帳の作成 

町は、被害家屋調査の実施とあわせ、り災証明発行台帳等の基本台帳となる被災者台帳

を作成する。被災者台帳には、災害家屋調査による判定結果、家屋データ、地番、住居表

示、住民基本台帳等のデータを集約する。 

 （５）り災証明の発行 

    町は、被災者からり災証明の申請を受け付け、り災台帳に基づいてり災証明書を発行す

る。 

   ア 受付・発行窓口の開設 

     町は、り災証明の受付・発行窓口を開設する。 

   イ 郵送による申請受付 

     町内の被災状況によっては、郵送による受付・発行を行う。 

 （６）り災証明発行台帳の整備 

    町は、り災証明の発行状況を管理するため、り災証明発行台帳を整備する。り災証明発

行台帳には、災害家屋調査による判定結果、家屋データ、地番、住居表示、住民基本台帳

等のデータを集約する。 

 （７）再調査 

    り災証明発行後、以下のような場合には、被災者等からの申し出により、再調査を実施

する。 

   ア 被災者等がり災証明の判定結果に不服であった家屋 
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   イ 周囲の被災状況により被災家屋調査が物理的にできなかった家屋 

   （ア）再調査の受付及び実施 

      町は、り災証明の受付窓口とあわせて、再調査の受付窓口を開設する。 

      受付後、被災者等の立会いのもと、再調査を実施する。 

      再調査の結果、被災度判定が変更となった場合は、被災者台帳及びり災証明発行台

帳に反映するとともに、り災証明書を修正する。 

   （イ）判定委員会 

      再調査において、申請書の了解を得られなかったものについては、必要に応じて町

本部内に判定委員会を設置し、判定委員会の意見を踏まえ町長が判定する。 

 ３ 被災者支援システムの活用 

   災害時におけるり災証明発行業務等を迅速に行うため、被災者支援システムの活用を検討

する。 

 

第４ その他の生活確保対策 

  鳥取県、町及び関係機関は、災害を受けた地域の民生を安定させるため、上記のほか被災者

に対して次の対策を講ずるものとする。 

（１）被災者に対する職業のあっせん（職業安定法） 

 （２）簡易保険、郵便年金契約者に対する非常貸し付け、郵便貯金等預金者に対する非常払い 

渡し、郵便はがき等の無償交付（保健事務の非常取扱要網、為替預金非常取扱規程、災害 

地の被災者に対する郵便はがき等の無償交付に関する省令） 

 （３）小災害被災者に対する見舞金の給与（小災害被災者に対する見舞金給与要網） 

 （４）大規模災害発生時に、私人間の紛争が多発する場合に、必要に応じて法律・土地家屋の 

専門家による調停について専門化団体に要請（弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理 

士、不動産鑑定士、建築士等） 

 （５）被災児童、災害等への援護 

ア 鳥取県による災害により父母や保護者を失った児童の児童福祉施設等への入所措置等

を実施 

イ 鳥取県、町による福祉相談等の児童や保護者のメンタルケア対策の実施 

ウ 町による父子家庭・母子家庭になった世帯等の児童保育支援（緊急入所枠の活用、入

所手続の簡素化等） 

 

第５ 各種生活再建支援の広報 

  各種生活再建支援については、鳥取県、町及びその他関係機関が連携して、町民への広報、

周知を実施するものとする。  

 

第６ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 
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  災害が発生した場合には、行政自体（施設、職員）も被災する可能性が高いため、平常時の

人員と、執行環境を前提として業務を行うことが困難となる。東日本大震災では、企業の事業

中断、自治体の機能停止や低下など、早期の業務回復が課題となった。 

  この教訓を踏まえ、町は災害時における優先業務の実施体制を確保するため、事前に必要な

資源（人員、資機材等）の確保・配分等を定めておくことにより、災害発生後の業務立上げ時

間の短縮、発災直後の業務レベルの向上を図ることを目的とした業務継続計画（BCP）を策定す

るものとする。 

 

第７ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定に係る企業等に対する支援等 

企業等の事業継続計画の作成が競争力を高め、取引先の信頼を勝ち取り、社会的責任を果

たすことに繋がることから、企業等が行う業務継続計画（ＢＣＰ）の策定について、鳥取県

及び町は、以下のとおり支援するものとする。 

（１）企業等が事業継続計画を作成するうえで必要な知識を習得する機会の提供やアドバイ

スの実施、どのような災害リスクを選ぶかの判断材料となる被害予測の提供等、企業等

の事業継続に向けた取組を積極的に支援、普及啓発するものとする。 

（２）鳥取県及び町は、自らと企業等が相互にサプライチェーンで深く結びついていること

を踏まえながら、契約等の締結にあたって相手方に事業継続計画の作成を求めるなど、

事業継続の取組の普及を図るものとする。 
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第３節 災害復興計画 

 

第１ 目 的 

  速やかな復興計画の策定と円滑な事業実施により、著しい被害を受けた被災地域の円滑な社

会経済活動及び被災者の生活安定を一刻も早く推進することを目的とする。 

 

第２ 災害復興の進め方 

  災害復興においては、被災地域の再建は、都市構造や地域産業基盤の改変を要し、町民や多

数の機関が関係する高度かつ複雑な事業となることから、応急対策の段階から復興計画の策定

に着手するものとする。 

  これを迅速かつ効果的に実施するために、概ね次の手段で行うものとする。 

 １ 復興対策組織・体制の整備 

   被災直後の救助救出、応急復旧中心の体制から災害復興の体制へ円滑に移行できるよう鳥

取県及び町は、必要に応じて災害復興本部等の総合的な組織体制を整備するものとする。 

 ２ 復興基本方針の決定 

   鳥取県及び町は、事業を速やかに実施するための復興計画を作成し、速やかに公表すると

ともに、計画的に復興を進めるものとする。 

 ３ 復興計画の策定 

   鳥取県及び町は、災害復興に係る基本方針を災害復興本部会議等の審議を経て、できるだ

け早期に策定し、公表するものとする。 

 ４ 復興事業の実施 

   復興事業の実施に当たっては、町民の合意を得つつ、国、鳥取県、町の密接な連携・調整

のもと、円滑な事業遂行に努めるものとする。 

 ５ 復興事業の点検 

   鳥取県及び町は、復興事業の実施中又は実施後において、定期的に町民生活の復興状況や

ニーズとのかい離等について有識者等による点検を行い、必要に応じて事業変更又は支援事

業の実施を行うものとする。 

 

第３ 留意事項 

 鳥取県及び町は、計画的な復興を進めるために、次の事項に留意するものとする。 

 １ 事前復興対策（復興手順の明確化、基礎データの整備） 

   災害復興に当たっては、限られた時間内に復興に関する意思決定、都市計画決定や人材の

確保等膨大な作業を処理する必要があり、復興対策の手順の明確化、復興に関する基礎デー

タの整備等事前に確認・対応が可能なものについて把握しておくものとする。 

 ２ 町民の合意形成 

   地域復興の主体はその地域の町民であることから、早期にまちづくりに関する協議会等を
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設置するなど、町民の意見等を反映させながら、復興計画のあり方から復興事業・施策の展

開に至る災害復興のあらゆる段階において、町民の参加と協力を得て行うものとする。 

   この際、女性や高齢者の視点等、多様な視点が反映されるよう、意見反映の方法に配慮す

る必要がある。 

   決定事項については速やかに公表し、周知徹底を図るものとする。 

 ３ 技術的・財政的支援 

   鳥取県は、町が円滑に復興対策を実施できるよう、必要に応じて連絡調整や技術的支援等

を行うための職員を派遣するものとする。 

   また、必要に応じ、国や他の自治体に対し職員の派遣その他の協力を求めるとともに、被

災後できるだけ早い時期に財政需要見込額を把握し、復興財源の確保を図るものとする。 


